
内閣官房　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所
管・関係府

省
団体名

その他（特
記事項）

地方創生推進交付金の申請に当たっては、「地方版総合
戦略」、「地域再生計画」及び「事業実施計画」の３つの計
画等を策定する必要があり、地方自治体における事務負
担が過重となっている。
特に、地方版総合戦略については、まち・ひと・しごと創
生法でその目標等を定めることが明記されているもの
の、重要業績評価指標（KPI）を記載することまでは法定さ
れていない。
このため、いわゆる「総合計画」において、人口減少克
服・地方創生という目的が明確であれば、数値目標やKPI
が記載されていなくとも総合計画を地方版総合戦略とみ
なし、同戦略の策定を省略することで、事務負担が軽減さ
れる。
また、数値目標やKPIを設定するために、現状分析や今
後の動向を分析することが必要となり、外部の専門家に
調査分析を依頼する必要があるなど、時間・経費・労力が
必要となり、このことも自治体の負担になっている。

類似の計画を作成する必要がなくなることで、地方自治
体における過重な事務負担が解消されることにより、地
方創生をはじめ真に必要な業務に注力することができ
る。

まち・ひと・しごと創生
法第９条、第10条、地
域再生法第５条・第13
条、地方創生推進交
付金制度要綱、地方
版総合戦略策定・効
果検証のための手引
き（令和元年12月版）

内閣官
房、内閣
府

岡山市75 B　地方に対
する規制緩和

11_その他 地方版総合
戦略における
数値目標や
KPIの設定の
不要化

地方版総合戦略において、数値目標やKPIの設定を求め
ないよう、「地方版総合戦略策定・効果検証のための手
引き」の改訂を行う（「４．数値目標・重要業績評価指標
（KPI）の設定」、「６．総合計画等と地方版総合戦略との
関係」等）

佐倉市、柏
市、横浜市、
川崎市、浜松
市、名古屋
市、半田市、
田原市、京都
府、京都市、
羽曳野市、高
松市、高知
市、延岡市

○当市においても、地方創生推進交付金の申請における計画等の策定
が負担となっており、総合計画を地方版総合戦略とみなすことができれ
ば事務負担の軽減につながると考える。地方版総合戦略と総合計画を
一体化しやすいよう、地方版総合戦略のKPIの設定方法や効果検証の
方法についても併せて見直しをしていただきたい。

【回答】
ご提案の趣旨を踏まえ、PDCAサイクルにおける重要業績評価指標
（KPI）の活用状況等について調査を実施した上で、その調査結果を基
に、重要業績評価指標（KPI）を設定する単位の在り方等、手引きの改
定の要否について令和３年度中に検討し、結論を得る。
地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（以下「手引き」とい
う。）については、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４（技術
的な助言）に基づき、地方公共団体の参考となるよう留意すべき事項を
示しているものであり、策定・効果検証に当たっては、地方公共団体に
おいて、技術的な助言として活用いただいていると認識している。
なお、数値目標の不要化については、定性的な目標を定めることができ
るよう手引きに記載していることから、適切ではなく対応は困難である。
【理由】
「次期「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・
しごと創生総合戦略」の策定について（通知）」（令和元年12月20日付閣
副第769号・府地創第118号）等において、「本通知は、地方自治法（昭
和22年法律第67号）第245条の４（技術的な助言）に基づくもの」であると
明記しており、あくまで技術的な助言として行っているものである。
（※技術的な助言とは、地方公共団体の事務に関し、地方公共団体に
対する助言として、客観的に妥当性のある行為を行い又は措置を実施
するように促したり、又はそれを実施するために必要な事項を示したり
する通知を発することができるとされているものである。）
効果的なPDCAサイクルに基づく効果検証の実践においては、重要行
政評価指標（KPI）の設定は必要であると考えているが、地方版総合戦
略が第１期の開始から約７年が経過している状況を踏まえると、手引き
の在り方を見直すことも考えられる。

提案の趣旨を踏まえて調査をし、「重要業績評価指標（KPI）を設定する
単位の在り方等、手引きの改定の要否について令和３年度中に検討」し
ていただけるとの回答であり、制度改正につながるよう、検討をお願い
する。
なお、回答の中で、地方版総合戦略の策定・効果検証に当たり、「手引
き」は、「地方公共団体において、技術的な助言として活用いただいてい
ると認識」しているとのことであるが、表現上は助言であり、手引きによ
り義務付けられていないとしても、国の交付金を受ける前提となる地方
版総合戦略の策定にあたって、国の示す「手引き」に従わざるを得ない
実態があるというのが自治体としての認識である。
最後に、「数値目標の不要化」について、数値目標や重要業績評価指
標（KPI）を定めるよう手引きに記載していることを削除するなどの改訂を
求めているが、数値目標等については、当市において、別途設定するな
どにより、効果検証など実施可能と考える。

120 B　地方に対
する規制緩和

11_その他 地方版総合
戦略に求める
要件等の簡
素化など、同
戦略の在り方
の見直し

地方自治体の限られた人員、資源等を効率的に配分、活
用するに当たっては、まち・ひと・しごと創生法に基づく地
方版総合戦略に求める要件等（KPIの設定、毎年の外部
有識者の評価を含めた進捗管理等）の簡素化など、地方
版総合戦略の在り方を地方自治体の実情等を踏まえて
見直していただきたい。
具体的には、「地方版総合戦略の策定・効果検証のため
の手引き」p.9～p.12において、基本目標及び各施策ごと
にKPIを設定することが求められており、KPIの数が課題
になる。加えて、原則としてアウトプットではなく、アウトカ
ムによる指標設定が求められていることから、指標の検
討及び毎年の進捗管理に多くの労力を要している。
また、同手引p.6において、「現場の声を聴き実行する」枠
組と地方版総合戦略の推進組織との有機的な連携、p.19
に外部有識者の参画による効果検証が求められており、
戦略の推進及び進捗管理にも多くの労力を要している。
ついては、設定するKPI数の減や行政内部における進捗
管理を可能とする制度に改正いただきたい。
地方版総合戦略には、基本目標とそれに紐づく施策の双
方にKPIを設定することを求めているが、そもそも施策自
体が基本目標の達成のために取り組むものであり、基本
目標または施策の一方にKPIを設定することをもって、計
画的に事業を実施するという目的は達成されるものと考
えている。

まち・ひと・しごと創生法に基づく地方版総合戦略の策定
は努力義務とされているものの、地方創生推進交付金や
企業版ふるさと納税などの地域再生法に基づく国の財政
支援措置を活用するに当たっては、同戦略を策定してい
ることが求められる。
当市においては、公債償還基金の計画外の取崩しや新
たな市債の発行などにより、不足する財源を補てんして
おり、令和元年には財政調整基金が底をつきた状況にあ
る。このように緊迫する自治体財政の中において、地方
創生に取り組むに当たっては、国の財政支援を活用する
必要性は高く、同戦略の策定は実質的に策定の義務とし
て地方自治体に課されている状況にあるが、計画策定に
当たってもそのための経費と人員、労力といったコストを
要しており、これらが大きな負担となっている。

計画策定に向けた行政運営の効率化等が図られ、地方
自治体の負担軽減等につながる。

・地域再生法（平成17
年法律第24号）第５条
第４項第１号及び第
13条
・地方創生推進交付
金制度要綱（平成28
年４月20日付け府地
事第16号、28農振第
４号国総政第１号、環
廃対発第1604201号）
第３、第11及び第12
・まち・ひと・しごと創
生法（平成26年法律
第136号）第９条、第
10条
・第２期「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」
（2020改訂版）
・地方版総合戦略の
策定・効果検証のた
めの手引き（令和元
年12月版）

内閣官
房、内閣
府

京都市 柏市、横浜
市、川崎市、
相模原市、名
古屋市、半田
市、田原市、
京都府、羽曳
野市、鳥取
県、高松市、
高知市、延岡
市

― 【回答】
ご提案の趣旨を踏まえ、PDCAサイクルにおける重要業績評価指標
（KPI）の活用状況や外部有識者の参画による効果検証の実施状況等
について調査を実施した上で、その調査結果を基に、重要業績評価指
標（KPI）を設定する単位など手引きの在り方について令和３年度中に検
討し、結論を得る。
地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（以下「手引き」とい
う。）については、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４（技術
的な助言）に基づき、地方公共団体の参考となるよう留意すべき事項を
示しているものであり、策定・効果検証に当たっては、地方公共団体に
おいて、技術的な助言として活用いただいていると認識している。
なお、現行の手引きにおいては、例えば、外部有識者を含む検証機関
による効果検証を定期的に行うことが重要であるとしており、毎年の外
部有識者の参画による効果検証を求めているものではない。
【理由】
「次期「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・
しごと創生総合戦略」の策定について（通知）」（令和元年12月20日付閣
副第769号・府地創第118号）等において、「本通知は、地方自治法（昭
和22年法律第67号）第245条の４（技術的な助言）に基づくもの」であると
明記しており、あくまで技術的な助言として行っているものである。
（※技術的な助言とは、地方公共団体の事務に関し、地方公共団体に
対する助言として、客観的に妥当性のある行為を行い又は措置を実施
するように促したり、又はそれを実施するために必要な事項を示したり
する通知を発することができるとされているものである。）
効果的なPDCAサイクルに基づく効果検証の実践においては、重要行
政評価指標（KPI）の設定は必要であり、外部有識者の参画は重要であ
ると考えているが、地方版総合戦略が第１期の開始から約７年が経過し
ている状況を踏まえると、手引きの在り方を見直すことも考えられる。
なお、手引きでは、「地方版総合戦略としての内容を備えているような場
合には、総合計画等と総合戦略を一つのものとして策定することは可
能」であると明記している。

提案の実現に向け、前向きな検討を希望する。



内閣官房　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見

解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

【名古屋市】
地方自治体における事務負担が過重
となっている状況を踏まえ、地方版総
合戦略と総合計画の一体化のしやす
さや、地方版総合戦略のKPIの設定方
法、効果検証の方法等についてしっ
かりと調査をしたうえで検討を進めて
いただきたい。

【全国知事会】
地方創生推進交付金の申請に当たって策定が求められている計画につ
いて、必要最小限の内容とするとともに、内容の重複が見られるものは
統廃合などの見直しを行うこと。

○計画策定等の義務付けに関しては、法定された条項数が、過去10年
間で約1.5倍に増加するなど、国会や全国知事会においても強い問題意
識が示されているところであり、本提案に関しては、まずは法令上の対
応を基本として見直しを検討いただきたい。
○地方公共団体の事務負担が軽減されるよう早期の見直しが必要であ
るところ、提案された各項目に関する検討の進捗状況や方向性、見直し
に係るスケジュールについて、２次ヒアリングにおいて具体的に示して
いただきたい。
○地方公共団体の意見を定期的に聴取し、地方公共団体の事務負担
軽減に向けて絶えず制度を更新いただきたい。

【全国知事会】
地方創生推進交付金の申請に当たって策定が求められている計画につ
いて、必要最小限の内容とするとともに、内容の重複が見られるものは
統廃合などの見直しを行うこと。

○計画策定等の義務付けに関しては、法定された条項数が、過去10年
間で約1.5倍に増加するなど、国会や全国知事会においても強い問題意
識が示されているところであり、本提案に関しては、まずは法令上の対
応を基本として見直しを検討いただきたい。
○地方公共団体の事務負担が軽減されるよう早期の見直しが必要であ
るところ、提案された各項目に関する検討の進捗状況や方向性、見直し
に係るスケジュールについて、２次ヒアリングにおいて具体的に示して
いただきたい。
○地方公共団体の意見を定期的に聴取し、地方公共団体の事務負担
軽減に向けて絶えず制度を更新いただきたい。

ご提案の趣旨を踏まえ、PDCAサイクルにおける重要業績評価指標
（KPI）の活用状況や、地方版総合戦略と総合計画との関係等について
調査を実施した上で、その調査結果を基に、重要業績評価指標（KPI）を
設定する単位の在り方等、手引きの改定に向けて、令和３年度のできる
だけ早い時期に検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。
なお、地方創生関係交付金の採択に際し、地方版総合戦略の策定に当
たり、「地方版総合戦略策定・効果検証のための手引きを踏まえている
かどうか」という点に基づく審査を行ってはいない。

５【内閣官房】
（５）まち・ひと・しごと創生法（平26法136）
都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略（９条）及び市町村まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（10条）については、地方公共団体の実情に応じた策
定や効果検証により一層資するよう、「地方版総合戦略の策定・効果検
証のための手引き」（令元内閣府地方創生推進室）を改定し、地方公共
団体に令和４年度の早期に通知する。
（関係府省：内閣府）

「地方版総合戦略の策定・効果
検証のための手引き」の改定

令和４年５月31日 　令和３年10月７日、手引きの改定の要否等
の検討にあたり、各都道府県及び市区町村の
実情を把握するための調査を発出。
　令和３年11月以降、回答内容の集計及び回
答内容に関する聴取を実施。
　調査結果を踏まえ、「地方版総合戦略の策
定・効果検証のための手引き」を改定すること
とし、現在、改定内容について検討。
　令和４年５月に手引きを改訂し、地方公共団
体あて発出。

ご提案の趣旨を踏まえ、PDCAサイクルにおける重要業績評価指標
（KPI）の活用状況や外部有識者の参画による効果検証の実施状況等
について調査を実施した上で、その調査結果を基に、重要業績評価指
標（KPI）を設定する単位の在り方等、手引きの改定に向けて、令和３年
度のできるだけ早い時期に検討し、令和３年度中に結論を得る。その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。

５【内閣官房】
（５）まち・ひと・しごと創生法（平26法136）
都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略（９条）及び市町村まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（10条）については、地方公共団体の実情に応じた策
定や効果検証により一層資するよう、「地方版総合戦略の策定・効果検
証のための手引き」（令元内閣府地方創生推進室）を改定し、地方公共
団体に令和４年度の早期に通知する。
（関係府省：内閣府）

「地方版総合戦略の策定・効果
検証のための手引き」の改定

令和４年５月31日 　令和３年10月７日、手引きの改定の要否等
の検討にあたり、各都道府県及び市区町村の
実情を把握するための調査を発出。
　令和３年11月以降、回答内容の集計及び回
答内容に関する聴取を実施。
　調査結果を踏まえ、「地方版総合戦略の策
定・効果検証のための手引き」を改定すること
とし、現在、改定内容について検討。
　令和４年５月に手引きを改訂し、地方公共団
体あて発出。

―



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所
管・関係府

省
団体名

その他（特
記事項）

仙台市、横浜
市、山梨県、
長野県、名古
屋市、半田
市、西尾市、
京都府、兵庫
県、奈良県、
香芝市、高松
市、高知県、
熊本市、大分
県、宮崎市、
延岡市

○昨年度から新型コロナウイルス感染症の影響により、医療用資材等
の物品の寄附が多数あった。今後も物品による寄附が予想され、寄附
価額の算定方法や寄附物品の取り扱い方法等手続きが明確化される
ことで、地方創生応援税制の活用を積極的に検討することができる。企
業に対し、物品の寄附を積極的に募集することで、企業版ふるさと納税
を活用した寄附の増加が期待できる。
○同様のことがあった場合には、額の算定に相当苦慮するものと思わ
れる。
○当県においても、事業者より物品による寄附の申し出があったが、寄
附価額の評価方法等の手続きが明確化されていないため、都度内閣府
及び税務署への確認を要し、寄附の受入に支障が生じている。
○当県においても物品による寄附の申し出が複数件検討されており、
同様に寄附額の価額算定に苦慮している。ついては価額算定方法等に
一定の指針を示していただきたい。
○地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について、当市においても
同様に、フードロスやSDGs、子ども・子育て支援の観点から、乳児及び
妊産婦用物品の寄附の申し出があり、物品価額の算定や受領後の取り
扱いの検討に苦慮したところである。（本件は結論として企業版ふるさと
納税の活用はなかった。）全国的に見れば、災害用コンテナハウスや楽
器（個人版ふるさと納税）による寄附が行われるなど、今後も現金以外
での物品による寄附件数は増加することが予想され、自治体や内閣府
においても一定の判断基準が必要となる。そのため、寄付を認める物品
の種類（固定資産や一般消耗品）や、物品価額の算定方法、受領後の
取り扱い方法など、一般的なガイドラインを作成し、税務署とも事前に協
議・調整いただくことで、自治体や寄附企業の事務効率化を図ることは
もとより、事業者からの物品寄附の積極的な募集など、地方創生のさら
なる推進を行うことができる。

【内閣官房・内閣府】
物品による寄附については、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
するQ&A＜事業実施・実施状況報告編＞」に記載しているように、一般
に、「当該物品の価額を特定することが難しく、現金による寄附と比較し
て、その寄附額を確定することが困難であると考えられるため、地方創
生応援税制に係る寄附については、できる限り現金で受領」することを
求めている。
すべての現金以外の資産について価額の算定方法及び寄附受領後の
手続きを示すことは困難だが、令和３年度中に、地方公共団体のニーズ
等を調査した上で、国税及び地方税の取扱いも踏まえながら、明確化
の必要性が高い現金以外の資産の範囲や寄附受領後の手続きの在り
方等に関する論点整理を行う。その後、詳細な検討を行い、令和４年度
中のできるだけ早い時期に結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。
【財務省】
法人税法上の寄附金の額については、贈与の時における価額とされ、
当該価額は、一般的には第三者間で取引されたとした場合に通常付さ
れる価額としている。
このため、個々の具体的な事実関係に応じて判断することになり、一律
にその価額の算定方法をお示しすることは困難であるが、内閣府から
手続の明確化について協議があれば応じてまいりたい。

多種多様な物品による寄附が想定されるため、すべての資産について
の価額の算定方法及び寄附受領後の手続きを全て示すことが困難であ
るという認識をしている。
もっとも、物品による寄附が制度上認められており、また、多くの事業者
からの寄附の申し出が予定されている状況においては、できうる限り手
続きを明確化していただき、地方創生応援税制を利用しやすい制度にし
ていただくことで、官民連携による地方創生のさらなる推進を行うことが
できると感じている。
そのため、地方創生応援税制における物品による寄附の手続きについ
ては、速やかな検討と指針を定めるなどの適切な措置をお願いしたい。
また、価額の算定方法については、国税庁ホームページに掲載してい
るタックスアンサー（よくある税の質問）等と同様に、想定される代表的
な物品寄付の取扱いについて、できうる限り価額の算定方法の明確化
についての適切な措置をお願いしたい。
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11_その他 地方創生応
援税制（企業
版ふるさと納
税）における
物品による寄
附の手続きの
明確化

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）における物品
による寄附について、寄附価額の算定方法、及び寄附物
品の取り扱い方法等手続きを明確化すること。

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）において、事業
者より金銭ではなく、物品による寄附の申し出があった
が、寄附価額（物品の価額）を算定する基準等が示され
ていないため、寄附の額を証する書面の作成に関する対
応に苦慮した。
そのため、物品の価額の算定については、県を始め、内
閣府及び税務署に確認をしつつ事業者と調整をする必要
があり、物品による寄附の受け入れに支障が生じてい
る。
なお、寄附物品の受領後の取扱いについては、そもそも
が不明瞭であり、かつ、寄附の方法（一般寄附と企業版
ふるさと納税での寄附）によって取扱いが異なるかも不明
瞭であるため、活用方法に苦慮している。（例えば、企業
から地方創生応援税制での物品の寄附の申し出があっ
た場合に、金銭を前提としている現在の地方創生応援税
制の条件を満たせば、一般寄附ではなく、地方創生応援
税制での寄附として受領してよいか。また、地方創生応
援税制での寄附として、例えば、育児用飲食物を受領し
た場合において、市町村の裁量により実績報告で報告し
た事業（子育て施策）以外での活用（災害時での配布等）
へと修正ができるのか。また、活用時期について、受領し
た年度内ですべてを活用しなければならないのか、また
は翌年度での活用もできるのかなどの取扱い方法が不
明瞭であり、苦慮している。）

自治体が物品の価額を算定するに当たっての判断基準
等が示されることにより、自治体側が確認すべき事項を
理解した上で、寄附価額の算定作業等を進めることがで
き、寄附受付業務の円滑化が期待できる。
また、事業者側が自治体に提出すべき書類等を予め準
備することが期待できるため、寄附の募集及び受け入れ
に当たっての事業者との調整も円滑に進むことが期待で
きる。
さらに、自治体が活用を検討している事業において、事業
者からの物品による寄附を積極的に募集することにより、
地方創生のさらなる推進を行うことができる。

地域再生法（平成17
年法律第24号）第13
条の２、地域再生法
施行規則（平成17年
内閣府令第53号）第
14条、別記様式第３、
まち・ひと・しごと創生
寄附活用事業に関す
るQ&A（第９版）＜事
業実施・実施状況報
告編＞（2020年12月
28日）、国税通則法
（昭和37年法律第66
号）第16条、法人税法
（昭和40年法律第34
号）第74条

内閣官
房、内閣
府、財務
省

三宅町、
浜松市

B　地方に対
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11_その他 北方領土問
題等に関する
国又は都道
府県への請
願における電
子署名の取
扱いの明確化

当団体では、これまで北方領土問題等に関する取組とし
て、総理大臣等に対して要請書等を提出する請願を行っ
ている。
近年、技術的にはインターネットによる署名も可能となっ
ているが、国又は都道府県への請願に際して、インター
ネットにより収集した署名（以下「電子署名」という。）の添
付の可否や署名者の本人確認など、その取扱いが明確
化されていないため、通知等において明確化されたい。

【提案の背景】
当団体は、北方領土返還要求署名活動団体として、市町
村や民間団体と連携してイベント等において対面で募っ
ているが、新型コロナウイルス感染症の影響による署名
機会の減少に伴い、署名実績は大きく減少している。
今後、北方領土返還要求運動への関心を高め、国民世
論の結集と高揚を図るためには、若年層を中心とした各
世代が参加しやすい環境づくりが必要である。
また、国はデジタル化社会の形成を推進しており、イン
ターネット等を活用した取組を一層強化する必要がある。
【支障事例】
インターネットを利用した署名活動は、デジタル化社会の
形成に対応した北方領土問題への国民的な関心の高ま
りや、北方領土返還要求運動への参加促進策として高い
効果が期待できる一方で、国又は都道府県への請願に
際し、電子署名により作成した請願書と一体となった署名
簿の添付の可否や、署名者の本人確認など、電子署名
の取扱いやその要件等が明確化されておらず、行政府に
おける統一した請願事務の処理やデジタルガバメントの
実現に向けた新たな取組の妨げとなっている。

【署名の本人確認に係る懸念の解決策】
上記支障の解消のため、請願に係る電子署名の取扱い
やその要件等を通知等により明確化し、国や都道府県に
おける事務処理の統一化を図る。なお、電子署名による
署名簿の添付が可能となる場合、なりすまし等の懸念に
ついては、本人確認等（ID／パスワードの登録など）を行
うことにより、国が求める押印原則等の見直しに沿った対
応が可能であると考える。
【制度の導入による効果】
次の点から、住民の利便性の向上のほか、国の重点施
策と連携した高い効果が期待できる。
(1) 新たな手法による署名機会の確保
現在の自筆による署名簿に加えて、新たに電子署名によ
る署名簿の提出が可能となることにより、イベント等に依
存せず、いつでも、どこでも、誰でもが署名に参加できる
環境が確保される。
(2) 若年層の北方領土返還要求運動の参加促進
デジタル機器に馴染んでいる多くの若者に対し、返還要
求運動に参加しやすい環境が提供でき、内閣府北方対
策本部の令和３年度最重点課題である「若年層と元島民
後継者等の次世代融合による新次元での返還運動の展
開」など、国の方向性とも合致する。
(3) 新型コロナウイルス感染症対策
インターネットを活用した非接触による安全な署名が可能
となる。

請願法（昭和22年法
律第13号）第２条

内閣官
房、内閣
府

北海道 名古屋市、岡
山県、宇和島
市、沖縄県

○北方領土問題にかかる署名については、従来街頭啓発活動等にお
いて募っているが、コロナ禍においては対面での署名活動は難しくなっ
ている。そのため、新たな手法として電子署名を活用することは有意義
なものと考える。

北方領土問題に関する請願を含めて、請願法に基づく官公署に対する
請願については、請願者や請願内容に賛同する者（署名者）の自署や
押印は必要ありません。したがって、電子署名等を行った方の氏名を請
願書に請願者として記載することは、現行制度上も可能となっています
し、請願書に関連する資料として、当該請願書の内容に賛同する方の
電子署名等をまとめたものを請願書に添付いただくことも可能です。

第１次回答では、電子署名等を行った方の氏名を請願書に請願者とし
て記載することは可能であり、当該請願書の内容に賛同する方の電子
署名等をまとめたものを請願書に添付することも可能との見解が示され
ましたが、署名者の本人確認に関する取扱いについては、お示しいただ
けませんでした。道としては、電子署名の活用においては、なりすまし等
を防止し、信頼性のある電子署名を導入することが重要と考えておりま
すので、署名者に関する本人確認の取扱い又は具体的な例示等につ
いて、通知又は公表等によりお示し願います。
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09_土木・建築 新型コロナウ
イルス感染症
対応のために
設置された応
急仮設建築
物の存続期
間の延長

建築基準法第85条第１項及び第２項の応急仮設建築物
については、その建築工事を完了した後３ヶ月間存続さ
せることが可能であるが、特定行政庁が安全上、防火上
及び衛生上支障がないと認めるときに限り、許可により２
年以内の期間を限って存続期間の延長が可能になって
いる。
新型コロナウイルス感染症への対応のために設置される
臨時の医療施設などについて、安全性等の観点から支
障がないと認められる場合は、東日本大震災や特定非常
災害の例も踏まえつつ、特定行政庁が２年３ヶ月を超える
存続期間を柔軟に許可できるように制度の見直しを求め
る。

新型コロナウイルス感染症の発生以降、全国的に隔離診
察施設やPCR検査棟などの応急仮設建築物が設置され
ていると認識しているが、存続期間が最長２年３ヶ月であ
ることから、早ければ令和４年夏には許可期限が到来す
ることとなる。コロナ禍の収束時期が見通せない中、応急
仮設建築物について２年３ヶ月を超えて利用できない場
合は、全国で支障が生じる可能性がある。
Ａ県の場合、令和２年８月以降、外来診療待合室などの
応急仮設建築物の許可を行っており、現在延べ33件と
なっている。
Ｂ市の場合、令和２年８月以降、仮設診療所などの応急
仮設建築物の許可を行っており、現在延べ13件となって
いる。
Ｃ市の場合、令和２年12月以降、新型コロナウイルス対
応発熱外来施設などの応急仮設建築物の許可を行って
おり、現在延べ４件となっている。
Ｄ市の場合、令和２年４月以降、医療機関から、PCR検査
棟などの応急仮設建築物について多数の相談が寄せら
れており、現在申請中が１件となっている。
コロナ禍の収束時期が見通せない中、地域によってコロ
ナの感染状況や医療施設等の状況が区々であることか
ら、地域の実情に応じて柔軟に対応できるように、特定行
政庁が安全性等の観点から支障がないと認めるときに限
り、２年３ヶ月を超えて応急仮設建築物の存続期間を許
可できるよう、制度の見直しを求める。

新型コロナウイルス感染症の状況に柔軟に対応できるよ
う、特定行政庁の裁量を拡大することにより、地域の実情
に合わせた医療体制等の確保が可能となる。

建築基準法第85条、
第87条の３、新型イン
フルエンザ等対策特
別措置法第31条の２

内閣官
房、厚生
労働省、
国土交
通省

八王子
市、福島
県、さい
たま市、
横浜市

青森県、相模
原市、長野
県、亀山市、
兵庫県、神戸
市、徳島県、
宮崎県、鹿児
島市

○当県においても、数件建築基準法第85条２項に基づく仮設建築物の
申請があり、現在の新型コロナウイルス感染症の状況から、２年の期間
を超える可能性が高い。
○新型コロナウィルス感染症の状況に対応するため、既存施設につい
て法第87条の３を適用し、一時的に用途変更を行い、軽症者のための
宿泊療養施設としている。コロナ禍の終息時期が見通せない中、令和４
年夏には許可期限が到来することとなるが、同施設が継続して必要とさ
れる可能性がある。
○当市においても新型コロナウィルス感染症対策として、病棟、PCR検
査棟など計５件の応急仮設建築物の許可を行っている。
現在、新型コロナウィルスの収束の見通しがつかないため、最大２年３
か月の許可期限後の取扱いについて、既に相談を受けており対応に苦
慮している状況である。また、許可期限後において、施設を利用できな
いとなれば、別施設の整備や対応できる医療施設の減少などにより社
会混乱を生じさせかねないと考える。したがって、地域の感染状況に応
じて、特定行政庁が２年３か月を超えての存続期間を許可できるよう制
度を整備いただきたい。
○許可事例は２件あるが、現時点では存続期間延長の要望はない。許
可を行って間もないこともあり、現時点で要望はないが、今後も許可申
請の可能性があり、新型コロナウイルス感染症の状況に柔軟に対応で
きるようにすることは望ましいと考える。

ご提案を踏まえ、特定行政庁の意見を踏まえつつ、新型コロナウイルス
感染症やその他の事情における仮設建築物に係る既存制度の課題や
制度変更による問題点の有無等を確認の上、対応を検討してまいりま
す。

新型コロナ感染症対応のための応急仮設建築物の許可期限は、早け
れば来年夏に迎えることを鑑みれば、迅速に対応する必要があるた
め、現場の実務に支障がでないよう対応を検討頂きたい。
また、新型コロナ感染症以外の災害全般に係る応急仮設建築物の許可
期間に関しても、復旧・復興が長期に渡る事案が多いことから、新型コ
ロナ感染症対応のための応急仮設建築物の許可期限の検討に支障が
でないように留意しつつ、検討を進めて頂きたい。
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補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見

解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

全ての現金以外の資産について寄附受領後の手続を示すことは困難だ
が、令和３年度中に、地方公共団体の意向等を踏まえた上で、寄附受
領後の手続のあり方に関する考え方の整理を行う。その後、詳細な検
討を行い、令和４年度中のできるだけ早い時期に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。
また、法人税法上の寄附金の額については、個々の事実関係に応じて
判断することから、一律にその価額の算定方法を示すことは困難である
が、地方公共団体の意向等を踏まえ、令和４年度中のできるだけ早い
時期に、価額の算定の考え方を示すことを検討し、必要な措置を講ず
る。

５【内閣官房】
（３）法人税法（昭40法34）及び地域再生法（平17法24）
地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）については、寄附物品の価額
の算定の考え方及び寄附物品受領後の取扱いに関し、地方公共団体
に令和４年中に文書で周知する。
（関係府省：内閣府及び財務省）

寄附物品の価額の算定の考え方
及び寄附物品受領後の取扱いに
関する文書での周知

令和4年11月14日 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に
おける物品による寄附の手続きについて明確
化する事務連絡を発出するとともに、「まち・ひ
と・しごと創生寄附活用事業に関するＱ＆Ａ」
の改訂を行った。
（令和４年11月14日付け内閣官房デジタル田
園都市国家構想実現会議事務局・内閣府地
方創生推進事務局事務連絡）

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

― 【全国知事会】
現行制度で対応可能である旨について、十分な周知を行うべきである。

５【内閣官房】
（１）請願法（昭22法13）
請願法に基づく官公署に対する請願については、電子署名による署名
簿の添付等は現行制度上も可能である旨を、ホームページで周知す
る。
（関係府省：内閣府）
［措置済み（内閣府ホームページ「北方領土返還要求運動」にて公表）］

御提案の事項が現行制度で対応可能であることについては、今後、
ホームページ等で周知したいと考えています。なお、第一次回答におい
てもお示ししておりますが、請願法に基づく官公署に対する請願につい
ては、請願者や請願内容に賛同する署名者の自書や押印は必要ありま
せん。また、請願に賛同する署名者に関する取扱いについても、署名を
受け付けて国に請願を提出する者の判断に委ねられています。した
がって、署名者に関する本人確認の取扱い又は具体的な例示等につい
て、国側はお示しする立場に無いと考えています。

建築基準法第85条第１項、第２項等に規定する応急仮設建築物につい
ては、応急の必要性の観点から、建築基準法令の全部又は一部を適用
除外としつつ、安全性に係る規定を緩和している建築物が長期間存続
することは適当でないことから、その存続期間を、工事完了後、最長２
年３ヶ月として規定している。
一方、災害発生後、応急仮設建築物を建設してから、恒久的な建築物
への移行に向けた各種調整に時間を要したこと等により、結果的に、存
続期間である２年３ヶ月を越えて、応急仮設建築物を使用せざるを得な
い場合が生じ、特定行政庁が、法制度上の運用に苦慮しているといった
声があることも承知している。
新型コロナウイルス感染症対策として建設された応急仮設建築物につ
いても、感染状況に応じて引き続き使用することが必要となる場合が想
定されることから、建設時点に想定されていなかった２年３カ月を超える
場合について、個々の建築物ごとに、安全性や公益上の必要性を担保
するため、地域の有識者の活用等の仕組みを前提としつつ、制度上の
枠組みに関して、引き続き検討を進めてまいりたい。
また、特定行政庁に対しては、応急仮設建築物の実情を確認する際
に、存続期間の延長について検討していることを情報提供しており、引
き続き、適切に情報提供を図ってまいりたい。

５【内閣官房】
（２）建築基準法（昭25法201）
新型コロナウイルス感染症対応等のために建築する応急仮設建築物の
存続期間（85条４項）又は建築物の用途を変更して使用する災害救助
用建築物等の存続期間（87条の３第４項）については、特定行政庁が、
一定の手続を経て、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益
上やむを得ないと認める場合には、２年３か月を超えて、その存続期間
を延長することを可能とする方向で検討し、令和３年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：厚生労働省及び国土交通省）

法律 第12次地方分権一括法案を208
回通常国会に提出：令和4年3月4
日
可決・成立：令和4年5月13日
公布：令和4年5月20日
施行：令和4年5月31日
※建築基準法に係る部分

応急仮設建築物等について、２年３ヵ月を超え
て存続期間の延長を可能とする建築基準法
の改正を含む「地域の自主性及び自立性を高
めるための改革の推進を図るための関係法
律の整備に関する法律案」（令和４年３月４日
閣議決定）を第208回国会に提出（令和4年3月
4日）した。
本法案は、全会一致により可決・成立（令和4
年5月13日）し、公布(令和4年5月20日)され
た。なお、建築基準法に係る部分について
は、令和4年5月31日に施行した。.
.

― 【全国知事会】
コロナ禍の収束時期が見通せない中、新型コロナウイルス感染症対応
のために設置された応急仮設建築物の存続期間を延長できるよう、制
度の見直しを求める。
【全国市長会】
提案の実現を求めるものであるが、「安全性等の観点から支障がないと
認められる場合」の判断が非常に困難であるため、安全上支障がない
とする要件等を示してただきたいとの意見が寄せられているため、その
点については配慮していただきたい。

○１次ヒアリングにおいて、新型コロナウイルス感染症対応の応急仮設
建築物の存続期間が延長可能となるよう検討したいとの説明があった
が、医療機関などの現場に支障が出ないよう、早急に具体の検討を進
め、２次ヒアリングまでに具体的な方向性を示し、現場が予見可能性を
持って取り組めるようにしていただきたい。
○１次ヒアリングにおいて、新型コロナウイルス感染症対応以外の応急
仮設建築物の存続期間についても延長可能とすべきか地方公共団体
の意見を踏まえて検討したいとの説明があったが、地方公共団体の負
担とならないよう必要最小限度で早急に確認し、検討いただきたい。
○上記各検討においては、存続期間を延長する場合における安全性等
の具体的な考え方等についても検討いただきたい。
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